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午前九時〇〇分開議 

○議長（谷重幸君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１０人です。定足数に達していますので、これから本日の会議

を開きます。 

 本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１ 認定第２号 令和５年度美浜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。子育て健康推進課長。 

○子育て健康推進課長（谷輪亮文君） おはようございます。 

 認定第２号 令和５年度美浜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明

申し上げます。 

 令和５年度国民健康保険特別会計の規模は、歳入総額９億５６，８３５，４３１円、歳出総

額９億２９，６６６，５６４円で、歳入から歳出を引きました差引額は２７，１６８，８６７

円で、実質収支額でございます。 

 １、２ページ、歳入の状況につきましては、歳入予算額９億８５，５６７千円、収入済

額は９億５６，８３５，４３１円で、予算に対する収入割合は９７．０８％となっており

ます。なお、調定額９億８２，５０４，９８７円に対する収入割合は９７．３９％でござ

います。 

 次に、３、４ページ、歳出の状況につきましては、歳出予算額９億８５，５６７千円、

支出済額９億２９，６６６，５６４円で、予算に対する支出割合は９４．３３％でござい

ます。 

 ５、６ページ、国民健康保険税の歳入額は１億５７，８１２，３４４円で、前年度と比

較いたしまして８，８２１，３９２円の増加で、調定額１億８３，４８１，９００円に対

する徴収率は８６．０１％でございます。内訳は、現年課税分９６．１９％、滞納繰越分

２６．３７％でございます。なお、令和５年度の不納欠損額として、３件、７５５，６０４

円を処分しております。 

 また、現年課税分滞納繰越分の徴収率につきましては、令和５年度特別会計決算の概要

の１ページの２の歳入の状況、（１）の国民健康保険税の欄に、医療給付費分、後期高齢

者支援金分、介護納付金分に区分して記載していますのでご参照ください。 

 使用料及び手数料は８１，０４０円でございます。 

 ７、８ページ、国庫支出金は２５千円でございます。出産育児一時金補助金でございま

す。 

 県支出金は６億６９，０８８，１２８円でございます。保険給付費等交付金及び財政対

策補助金でございます。 

 財産収入は４３，３４０円でございます。 

 繰入金は８８，３７５，１０９円で、前年度と比較して２８，８９３，４７４円の減少
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でございます。 

 ９、１０ページ、繰越金は３７，０６８，６９１円で、前年度と比較して６，１４６，１４１

円の減少でございます。 

 諸収入は４，３４１，７７９円で、前年度と比較して１，９０５，３３７円の減少でご

ざいます。 

 次に、１３、１４ページ、総務費の歳出額は１７，０８４，００９円で、職員２名分の

人件費、賦課徴収に係る費用、国保運営協議会費などが含まれています。 

 １５、１６ページ、保険給付費は６億５５，３８１，２０７円で、歳出に占める割合は

７０．５０％でございます。 

 １７、１８ページ、国民健康保険事業費納付金は２億４０，１９６，５１０円で、歳出

に占める割合は２５．８４％でございます。 

 保健事業費は１１，２０４，０２０円で、人間ドック健診委託料、特定健康診査に係る

費用等でございます。 

 基金積立金は、利子積立金のみで４３，３４０円でございます。なお、年度末基金残高

は８３，３９０，６８４円でございます。 

 諸支出金は５，７５７，４７８円で、前年度と比較して１，８８９，８４６円の増加で

ございます。要因としましては、実績に伴う償還金の増加によるものでございます。 

 以上で、細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） ９番。今回、負担の公平というか、課税の公平というか、そういう

観点で少しだけ状況をお聞きします。 

 決算書でいえば６ページのところであります調定額、収入済額、不納欠損額、収入未

済額と、それぞれちらっともう自分の中で、令和２年あたりからといいますと、未済額

がだんだん３６，０００千が３０，０００千、また２７，０００千、この決算では約

２５，０００千と順調なこう減少であります。ただ、それはその不納欠損額が最初申し上

げた８，０００千、５，３００千、２，０００千と落としてきているからなのかなと。 

 すみません。要は、お聞きしたいのは、大体、調定額、収入済額、収入未済額、この割

合というか、その感覚的に数字が余りこう増減がないのかなと。ここに関しては、収入未

済額が低減されてはいっておりますけれども、このあたり何かその、ということは毎年同

じような回収業務なのかなというふうに、うがった見方をしてしまいますので、そのあた

り少し、もうちょっと公平化に努めているようなそんなご説明をお願いしたい。 

○議長（谷重幸君） 税務課長。 

○税務課長（浦真彰君） 谷議員にお答えします。 

 調定額、収入額、不納欠損額、どういった形でということなんですけれども、不納欠損

額につきましては、年度によって滞納されている年度によって金額等も変わってきますの

で、できるだけ不納欠損しないようにという形で徴収に努めております。 
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 徴収率につきましても、令和２年度から現年度滞納繰越分と、少しずつですけれども、

上昇してきております。令和２年度で見ますと、合計での徴収率で７９．２６％、令和３

年度で８２．６６％、令和４年度では８３．６６％、令和５年度で８６．０１％と、何と

か徴収率が上がるようにという形で努力してきております。 

 令和５年度で昨年度より少し対応を変えたというところでございますけれども、初期対

応の抑制としまして、催告書を年３回発送しております。そこに、納付忘れなどの納付が

見込まれる方につきましては、納付書を同封するような形で送付しております。 

 それと、現年課税分の徴収をできるだけ早期対応、早期接触ということで、新規、少額

の滞納者につきまして、できるだけもう翌年度に残さないようにという形で、そういった

対応を今年度はしています。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 この決算を認定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、認定第２号 令和５年度美浜町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算については認定することに決定しました。 

 日程第２ 認定第３号 令和５年度美浜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。かがやく長寿課長。 

○かがやく長寿課長（井田時夫君） 認定第３号 令和５年度美浜町介護保険特別会計歳

入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 令和５年度介護保険特別会計の規模は、歳入総額８億６７，８２０，６９０円で、前年度

８億６３，１８０，６５５円と比較して４，６４０，０３５円、率にして０．５４％の増加

でございます。歳出総額は８億３４，６８９，４７０円で、前年度８億３９，７７６，３４４

円と比較して５，０８６，８７４円、率にして０．６１％の減少でございます。差引額

３３，１３１，２２０円は実質収支額です。 

 １ページ、歳入の状況につきましては、予算額８億７１，３５０千円、収入済額８億

６，７，８２０，６９０円で、予算に対する収入割合は９９．５９％でございます。調定

額８億６９，２６３，２４０円に対する割合は９９．８３％です。 

 ３ページ、歳出の状況につきましては、予算額８億７１，３５０千円、支出済額８億

３４，６８９，４７０円で、予算額に対して９５．７９％の執行率でございます。 

 ５ページからは事項別明細で、歳入、保険料、介護保険料の歳入額は１億５４，２７８，９４０
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円で、前年度と比較して１，１５２，２４０円の減少でございます。調定額１億

５５，７２１，４９０円に対する徴収率は９９．０７％です。令和５年度不納欠損額とし

て４９件、５８６，７３０円を処分しました。 

 使用料及び手数料の歳入額は６，８００円でございます。 

 国庫支出金の歳入額は２億８，６８３，９１０円で、前年度と比較して２４２，８３４円の

減少でございます。その内訳は、国庫負担金、介護給付費負担金１億４７，６６９，３３５円、

国庫補助金では、調整交付金４９，６９３千円、介護保険事業費補助金８００千円、地域

支援事業交付金の介護予防・日常生活支援総合事業分は６，４２３，６００円、介護予

防・日常生活支援総合事業以外分は８９８，９７５円、７ページ、保険者機能強化推進交

付金１，４５６千円、介護保険保険者努力支援交付金１，７４３千円でございます。 

 支払基金交付金の歳入額は２億２２，５５４千円で、前年度と比較して２，１１５千円

の増加でございます。 

 県支出金の歳入額は１億１８，１８０，１１２円で、前年度と比較して５，９３４，２６７

円の減少でございます。 

 財産収入の歳入額は２６，２０５円で、介護給付費準備基金の利子でございます。 

 ９ページの繰入金の歳入額は１億４０，６７０，５０６円で、前年度と比較して

２７６，９２３円の減少でございます。 

 繰越金の歳入額は２３，４０４，３１１円で、前年度と比較して１１，９８１，５７８

円の増加でございます。 

 諸収入の歳入額は１５，９０６円で、１２ページの預金利子と雑入の介護認定調査の委

託を受けた分でございます。 

 次に、歳出ですが、１３ページの総務費の歳出額は２８，９５１，６４４円で、前年度

と比較して１，７２８，０７６円の増加で、主な内容は、正職員１名と会計年度任用職員

１名分の人件費と、介護認定に伴う主治医意見書作成料、電算処理委託料、介護保険事業

計画策定委託料、御坊広域行政事務組合の介護認定審査会費分担金などでございます。 

 １５ページの保険給付費の歳出額は７億６７，６９３，２１１円で、前年度と比較して

１５，７２４，３７４円の減少でございます。内訳は、介護サービス等諸費７億１３，７３２，４８１

円、その他諸費６３７，２１７円、高額介護サービス費１７，９５６，４２６円、高額医療

合算介護サービス等費２，９１７，１６１円、１７ページ、特定入所者介護サービス等

費１８，３３９，１２５円、介護予防サービス等諸費１４，１１０，８０１円でございます。 

 １７ページ下段からの地域支援事業費の歳出額は２５，５５０，８３８円で、前年度と

比較して２，０６７，７２２円の減少でございます。内訳は、包括的支援事業・任意事業費

１，８０４，４０３円、２１ページ、介護予防・生活支援サービス事業費２１，９４７，７９３

円、一般介護予防事業費１，７５５，０１８円、その他諸費４３，６２４円でございます。 

 基金積立金の歳出額２６，２０５円は利子積立金で、年度末の介護給付費準備基金の残

高は５０，２８４，３５０円でございます。 
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 諸支出金の歳出額は１２，４６７，５７２円で、前年度と比較して１０，９７７，０６１

円の増加で、主な内容は２４ページの前年度実績に伴う介護給付費国庫負担金等の償還金

でございます。 

 以上で、細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） ９番。先ほどの国保と同じで、やっぱり負担の公平というか、その

観点からお聞きします。 

 やはりその決算書の６ページですか、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、過

去数年、見させたら、だんだん少なくはなっていっているとは思うんですけれども、要は

その普通徴収部分のところで、特徴ではこういうことは発生しないので、ただ、おおむね

その現年度の普通徴収の調定額と滞納繰越しの調定額を合算し、それぞれの収入未済額を

すると、大体いつも同じぐらい、１０％程度の割合になるのかなと。 

 先ほどの国保も言うように、国保はもうちょっとでかいですけれども、十三、四％あり

ましたけれども、このあたりその、なぜ大体同じような割合になるのか。 

 また、どんな今は作業をして、とにかく不納欠損額が少なくはなってはいっていると考

えられますので、そのあたり少しちょっとご説明願えますか。 

○議長（谷重幸君） かがやく長寿課長。 

○かがやく長寿課長（井田時夫君） 谷進介議員にお答えをします。 

 議員言われるように、収入の未済額については、令和５年度決算でいきますと前年の令

和４年度と比較しまして減少にはなってきております。それと、不納欠損額につきまして

も、令和５年度は４９件ということで、過去５年ぐらい見ますと、令和元年では８０件、

それから令和２年で６１件ということで、年々減少傾向にはなってきております。 

 それで、金額が大体同じ割合ではないかというところなんですけれども、一応普通徴収

されている方の中で、やっぱり一定数未納になっている方というのはやっぱり年々おられ

ます。それで、課のほうとしましても、督促状を送付した後に納付がない場合は個別に訪

問をして、納付がない場合はペナルティー、その介護給付のサービスを利用する際にペナ

ルティーが発生することもありますので、そういうふうな説明もするんですが、それでも

未納となっている方については、時効が２年でありますので、２年が来た分については不

納欠損として処理させてもらっているという状況になっています。 

 それで、個別に訪問した結果等については、集計でまとめて記録はしておりますので、

今後もそういうことは努力していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 
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 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 この決算を認定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、認定第３号 令和５年度美浜町介護保

険特別会計歳入歳出決算については認定することに決定しました。 

 日程第３ 認定第４号 令和５年度美浜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。かがやく長寿課長。 

○かがやく長寿課長（井田時夫君） 認定第４号 令和５年度美浜町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 令和５年度後期高齢者医療特別会計の規模は、歳入総額２億５１，９７７，９７３円で、前

年度２億５６，５５５，２７２円と比較して４，５７７，２９９円、率にして１．７８％の減

少でございます。歳出総額は２億５０，１２３，２７３円で、前年度２億５４，７６４，４７２

円と比較して４，６４１，１９９円、率にして１．８２％の減少でございます。差引額

１，８５４，７００円は実質収支額です。 

 １ページ、歳入の状況につきましては、予算額２億５４，１１９千円、収入済額２億

５１，９７７，９７３円で、予算に対する収入割合は９９．１６％でございます。調定額

２億５２，１４７，６７３円に対する割合は９９．９３％です。 

 ３ページ、歳出の状況につきましては、予算額２億５４，１１９千円で、支出済額２億

５０，１２３，２７３円で、予算額に対して９８．４３％の執行率でございます。 

 ５ページからは事項別明細で、歳入、保険料の歳入額は８４，２７１，６００円で、前

年度と比較して１，１０２，５００円の減少でございます。調定額８４，４４１，３００

円に対する徴収率は９９．８０％です。令和５年度不納欠損額として８件、５６，４００

円を処分しました。 

 分担金及び負担金の歳入額は７１４，２５０円で、人間ドック健診に係るもので、前年

度と比較して２４８，５５０円の増加でございます。 

 使用料及び手数料の歳入額５，７００円は督促手数料です。 

 繰入金の歳入額は１億５４，４１４，７５２円で、前年度と比較して３，８８５，７２６

円の減少でございます。その内訳としまして、事務費繰入金が１４，７９１，１７８円、

保険基盤安定繰入金３１，４０５，５７４円、療養給付費繰入金１億８，２１８千円でご

ざいます。 

 繰越金の歳入額は１，７９０，８００円で、前年度と比較して２９０，１００円の増加

でございます。 

 ７ページ、諸収入の歳入額は１０，７８０，８７１円で、前年度と比較して１２６，２２３

円の減少でございます。主な内容は、実績に伴う過年度分療養給付費負担金返還金でござ

います。 
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 次に、歳出ですが、９ページの総務費の歳出額は２億３９，３４３，５２５円で、前年

度と比較して４，７９２，０６０円の減少でございます。主な内容は、正職員１名分の人

件費と保険料収納に係る費用、後期高齢者医療広域連合納付金などでございます。 

 諸支出金の歳出額は１０，７７９，７４８円で、主な内容は８ページの過年度分療養給

付費負担金返還金の歳入を一般会計へ繰り出したものです。 

 以上で、細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 この決算を認定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、認定第４号 令和５年度美浜町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算については認定することに決定しました。 

 日程第４ 認定第５号 令和５年度美浜町下水道事業会計決算認定についてを議題とし

ます。 

 本件について細部説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） 認定第５号 令和５年度美浜町下水道事業会計決算認定に

ついてご説明申し上げます。 

 １ページの収益的収入及び支出については、税込み表示となってございます。 

 収益的収入は、決算額１億９５，５９０，９２９円。内訳は、営業収益８４，４８９，９０２

円、営業外収益１億１１，１０１，０２７円で、予算に対する収入率は９２．７９％でご

ざいます。 

 収益的支出は、決算額１億９５，５９０，９２９円。内訳は、営業費用１億７３，５９２，１７９

円、営業外費用２１，９９８，７５０円で、予算に対する執行率は９２．７９％でござい

ます。 

 次に、３ページの資本的収入及び支出についても、税込み表示となってございます。 

 資本的収入は、決算額４７，４１７，４７７円。内訳は、他会計出資金４４，８１８千円、

分担金４８６千円、繰入金２，１１３，４７７円で、予算に対する収入率は１０３．６９％

でございます。 

 資本的支出は、決算額８３，９９５，４６１円。内訳は、企業債償還金８３，９８３，６７７

円、基金積立金１１，７８４円で、予算に対する執行率は９９．９９％でございます。 

 なお、資本的収入が資本的支出に不足する額３６，５７７，９８４円については、当年
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度分損益勘定留保資金３６，５７７，９８４円で補塡してございます。 

 次に、５ページの損益計算書については、税抜き表示となってございます。 

 営業収益の合計は７６，８１３，２２１円、営業費用の合計は１億６８，６１０，４９２円、

営業外収益の合計は１億１１，１０１，８５３円、営業外費用の合計は１９，３０４，５８２

円となってございますので、経常損益はゼロ円でございます。特別利益と特別損失はござ

いませんので、当年度純損益もゼロ円でございます。 

 次に、７ページの剰余金計算書については、繰越欠損金２億９３，６８９，０６９円に

当年度変動額ゼロ円を加算いたしますと、当年度未処理欠損金は２億９３，６８９，０６９

円でございます。 

 欠損金処理計算書については、当年度未処理欠損金２億９３，６８９，０６９円を翌年

度に繰越しするものでございます。 

 次に、貸借対照表については、税抜き表示となってございます。 

 資産の部については、固定資産合計２４億８，５００，６４０円、流動資産合計

４０，０７６，１７７円で、資産合計は２４億４８，５７６，８１７円でございます。 

 負債の部につきましては、固定負債合計１０億３３，８３８，３８０円、流動負債合計

１億１５，９８６，６８１円、繰延収益合計１２億７８，７３６，２９２円で、負債合計

は２４億２８，５６１，３５３円でございます。 

 資本の部については、資本金合計１億１６，８３１，１３３円、剰余金合計マイナス

９６，８１５，６６９円で、資本合計は２０，０１５，４６４円でございます。 

 資産合計と負債・資本合計がそれぞれ２４億４８，５７６，８１７円で、貸借が一致す

るものでございます。 

 次に、１１ページについては、議会議決事項、業務量、事業収益に関する事項、事業費

用に関する事項、経営指標の推移でございます。 

 議会議決事項は、予算議決等４件でございます。 

 業務量は、年度末調定件数２，６５１件、調定に係る水洗化率８８．８０％、有収水量

５１万５，６７１㎥でございます。 

 事業収益に関する事項及び事業費用に関する事項は、合計額１億８７，９１５，０７４

円で、前年度と比較して１２，２０６，２６２円の減額でございます。 

 経営指標の推移は、経常収支比率１００％、経費回収率４４．２０％、有形固定資産減

価償却率８．４５％でございます。 

 次に、１３ページについては、重要契約の要旨、企業債及び一時借入金の状況、その他

会計処理に関する事項、他会計補助金等の使途等についてでございます。 

 重要契約の要旨はございません。 

 企業債及び一時借入金の状況は、企業債前年度末残高１２億８８０，８７４円、本

年度借入額なし、本年度償還額８３，９８３，６７７円ですので、本年末残高は１１

億１６，８９７，１９７円でございます。一時借入金は、ございません。 
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 その他会計処理に関する事項は、公共下水道事業基金と農業集落排水事業基金の状況で

ございます。 

 公共下水道事業基金は、前年度末残高４，５５２，９７９円、本年度増加額１１３円、

本年度減少額８４４，６５７円ですので、本年度末残高は３，７０８，４３５円でござい

ます。 

 農業集落排水事業基金は、前年度末残高２２，３６７，６０２円、本年度増加額１１，６７１

円、本年度減少額１，２６８，８２０円ですので、本年度末残高は２１，１１０，４５３円で

ございます。 

 他会計補助金等の使途等については、他会計補助金の充当先と出資の合意を記載してご

ざいます。 

 次に、１５ページから１８ページの収益・費用の明細については、損益計算書の資料で

ございます。 

 次に、１９ページの固定資産明細書については、資産の増減を表したものでございます。 

 年度当初の現在高は２５億７０，２２９，５６０円、当年度増加額はなし、当年度減少

額は１，６９０，４０５円、年度末現在高は２５億６８，５３９，１５５円でございます。 

 減価償却累計額の当年度増加額は９１，５４４，７３７円、当年度減少額はなし、累計

額は１億８４，８５７，４０３円でございます。 

 年度末現在残高から減価償却累計額を差し引きますと、年度末償却未済額は２３億

８３，６８１，７５２円でございます。 

 次に、２１ページの起債台帳については、未償還元金は１１億１６，８９７，１９７円

でございます。 

 次に、２２ページのキャッシュ・フロ－計算書については、資金期末残高は２７，２２０，１９８

円でございます。 

 次に、２３ページの注記については、会計方針に係る事項でございます。 

 最後に、損益計算書、剰余金計算書等にある繰越欠損金についてご説明いたします。 

 一般的に、繰越欠損金とは、各事業年度の営業活動によって純損失が発生した場合に繰

越利益剰余金等で補塡できなかった損失が累積したものでございます。当事業の繰越欠損

金は、過去や当年度の純損失の累積ではなく、会計方式変更時に算定されたもので、原因

は減価償却に係る法定耐用年数と企業債償還年数の相違によるもので、機械設備の法定耐

用年数１５年程度に対して企業債償還年数３０年と長く設定されているためでございます。 

 以上で、細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） 先ほどからと同じような観点で、これはこういう会計なので、何か

同じ項目の表が見つからずに、以前の令和３年までの何か移動とか、昨年に聞くべきだっ

たんでしょうけど。そうしますと、僕が思うには、その決算書の１０ページになるのかな、

ここの表の真ん中上あたりの貸倒引当金、このあたりがそういうふうになるのか。 
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 また、そうであるとするならば、以前よりも何か半額以下にはなっておりますので、こ

れは、この中の資料で、例えば公共の分、農集の分と分けてそんなふうに考えられている

のか。 

 もちろん下水道で一本やから、わざわざ分けるということを聞くのも整合性があるのか

なというところもあるんですけれども、やはり地区が違うので、そのあたり分かればご説

明を願いたい。 

○議長（谷重幸君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） お答えします。 

 議員おっしゃるように、貸借対照表の中にある貸倒引当金、これが一般会計で言う不納

欠損額というふうな格好になります。 

 不納欠損なんですけれども、一応使用料の不納欠損をする場合は、下水道事業、水道事

業、どちらも同じなんですけれども、対象者が亡くなって相続する人がないであるとか、

仮住まいアパートとか借家で、転居されて、転居された先へ請求書とか集金とか行っても

また転居されて、もう行き先が不明になったりとかというところが、ほとんどというか、

もう全てな状況に内容はなっています。 

 不納欠損の内訳、公共と農集の内訳ですけれども、当然その一つの予算決算なんですけ

れども、おっしゃるように事業が別になってますんで、計算上は事業ごとに行います。今

回の場合については、農集で不納欠損が出たという格好になってます。公共は、今年度は

ゼロという格好になってます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷議員。 

○９番（谷進介君） ９番。年間の売上げが１億から２億あって、１万円、２万円の不納

欠損と。これはもう全然超優良だとは思いますが、いわゆるビジネスの常識からすればで

すね。 

 これ誰に聞いていいのか分からないんですけれども、先ほど来からこの不納欠損とかそ

れを聞いておりますと、今のは転居やからあれかも分かりませんけれども、名寄せという

のはされないのか。名寄せという言葉が適当なのかどうか、ちょっと分からないんですけ

れども、例えば私が下水料金は滞納してると。ところが、介護保険料も例えば後期高齢も

と。そんなふうなことがあったら、私、谷進介でこの分が幾らという、口座を名寄せみた

いなことで名寄せという表現をしたんですけれども、そんなふうな形は取られないんです

か、取れないんですか。 

 もちろん国保税は税なので、そこに入れることはでけへんとは思うんですけれども、あ

とその保険料、保険料、今も使用料、後の水道も同じなので、ここで聞きますけれども、

そのような形というのは取られない、取れない。その辺ちょっとご説明いただけたら、誰

が答えてくれるか分かりませんが。 

○議長（谷重幸君） 上下水道課長。 
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○上下水道課長（大江裕君） お答えします。 

 滞納処理という格好でお話しします。一応いろんなところでその複数滞納している方は

当然いらっしゃいます。 

 そこで、今やっているのは、滞納の期間が長い方に関しては、ほかの課でちょっと聞き

取りとかしまして、同じように滞納があれば、一緒に集金に行ったりとか、その対応を協

議したりとかというのは、内部で行っています。これからもそういった内部協議でしてい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 この決算を認定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、認定第５号 令和５年度美浜町下水道

事業会計決算については認定することに決定しました。 

 日程第５ 認定第６号 令和５年度美浜町水道事業会計決算認定についてを議題としま

す。 

 本件について細部説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） 認定第６号 令和５年度美浜町水道事業会計決算認定につ

いてご説明申し上げます。 

 １ページの収益的収入及び支出については、税込み表示となってございます。 

 収益的収入は、決算額１億２２，１２３，８１２円。内訳は、営業収益９５，１５６，１１２

円、営業外収益２６，９６７，７００円で、予算に対する収入率は９５．７９％でござい

ます。 

 収益的支出は、決算額１億１２，４８１，７２８円。内訳は、営業費用１億６，２６７，９９４

円、営業外費用６，２１３，７３４円で、予算に対する執行率は９１．５０％でございま

す。 

 次に、３ページの資本的収入及び支出についても、税込み表示となってございます。 

 資本的収入は、決算額４０，３８１，８００円。内訳は、分担金４８１，８００円、企

業債３９，９００千円で、予算に対する収入率は４５．１３％でございます。 

 資本的支出は、決算額７３，７０５，５１８円。内訳は、建設改良費４８，９４８，９００

円、企業債償還金２４，７５６，６１８円で、予算に対する執行率は５９．１０％でござ

います。 

 また、地方公営企業法第２６条の規定により４２，１７４千円を繰越ししてございます。 
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 なお、資本的収入が資本的支出に不足する額３３，３２３，７１８円については、過年度分

損益勘定留保資金３，４０４，０１５円、当年度分損益勘定留保資金２５，５１３，６０３円、

当年度消費税資本的収支調整額４，４０６，１００円で補塡してございます。 

 次に、５ページの損益計算書については、税抜き表示となってございます。 

 営業収益の合計は８６，５２７，１２５円、営業費用の合計は１億３，９６７，１０３

円、営業外収益の合計は２６，８５５，５８８円、営業外費用の合計は４，１８４，２４６

円となってございますので、経常利益は５，２３１，３６４円でございます。特別利益と

特別損失はございませんので、当年度純利益も５，２３１，３６４円でございます。 

 当年度純利益に前年度繰越利益剰余金とその他未処分利益剰余金変動額を加算いたしま

すと、当年度未処分利益剰余金は７３，５２９，５９１円でございます。 

 次に、７ページの剰余金計算書については、建設改良積立金当年度末残高３０，５７８，２７７

円、減債積立金当年度末残高８，０００千円で、積立金合計は３８，５７８，２７７円で

ございます。 

 未処分利益剰余金については、前年度末残高は６８，２９８，２２７円で、当年度純利益

５，２３１，３６４円を加算いたしますと、当年度未処分利益剰余金は７３，５２９，５９１

円でございます。 

 剰余金処分計算書については、当年度未処分利益剰余金７３，５２９，５９１円を翌年

度に繰越しするものでございます。 

 次に、９ページの貸借対照表については、税抜き表示となってございます。 

 資産の部については、固定資産合計１２億１５，５７３，４８８円、流動資産合計２億

６５，４４１，０９０円で、資産合計は１４億８１，０１４，５７８円でございます。 

 負債の部については、固定負債２億３９，１１２，４０１円、流動負債合計４４，３０７，７７０

円、繰延収益合計２億６１，４３４，０７３円で、負債合計は５億４４，８５４，２４４円でご

ざいます。 

 資本の部については、資本金合計７億９１，８１７，２５２円、剰余金合計１億

４４，３４３，０８２円で、資本合計は９億３６，１６０，３３４円でございます。 

 資産合計と負債・資本合計が、それぞれ１４億８１，０１４，５７８円で、貸借が一致

するものでございます。 

 次に、１１ページの議会の議決事項については、予算議決等６件でございます。 

 工事等の概要については、配水管整備費６件、施設改良費２件でございます。 

 次に、１３ページの業務量については、給水戸数３，６８０戸、年間配水量７９万

３，２４１㎥、年間有収水量７４万４，７５１㎥、有収率９３．８９％でございます。 

 事業収益合計は１億１３，３８２，７１３円で、前年度と比較して６，４２０，９２４円の

減額、事業費用合計は１億８，１５１，３４９円で、前年度と比較して６，５８１，０９２円

の減額でございます。 

 経営指標の推移については、経常収支比率１０４．８４％、料金回収率８７．７４％、
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有形固定資産減価償却率６２．１１％、管路経年化率２０．８２％、管路更新率０．６３％

でございます。 

 企業債については、前年度末残高２億４６，８２６，５３７円、当年度借入額３９，９００

千円、本年度償還額２４，７５６，６１８円ですので、本年度末残高は２億６１，９６９，９１９

円でございます。 

 次に、１５ページから１８ページの収益・費用の明細については、損益計算書の資料で

ございます。 

 次に、１９ページの固定資産明細書については、資産の増減を表したものでございます。 

 年度当初の現在高は２８億４，０８９，７７１円、当年度増加額は７４，６９８千円、

当年度減少額は３５，９７６，４８５円、年度末現在高は２８億４２，８１１，２８６円

でございます。 

 減価償却累計額の当年度増加額は４９，９３０，１９６円、当年度減少額は２，８３６，７００

円、累計額は１６億２７，２３７，７９８円でございます。 

 年度末現在残高から減価償却累計額を差し引きますと、年度末償却未済額は１２億

１５，５７３，４８８円でございます。 

 次に、２１ページの起債台帳については、未償還元金は２億６１，９６９，９１９円で

ございます。 

 次に、２２ページのキャッシュ・フロ－計算書については、資金期末残高は２億

５１，２８６，５６９円でございます。 

 次に、２３ページの注記については、会計方針に係る事項でございます。 

 以上で、細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 この決算を認定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、認定第６号 令和５年度美浜町水道事

業会計決算については認定することに決定しました。 

 しばらく休憩します。再開は１０時１５分です。 

午前九時五十六分休憩 

   ―――・――― 

午前十時十五分再開 
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○議長（谷重幸君） 再開します。 

 日程第６ 発議第１号 美浜町議会基本条例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。 

 本件提案者の説明を求めます。碓井議員。 

○６番（碓井啓介君） 提案理由を申し上げます。 

 発議第１号は、美浜町議会基本条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 今回の改正は、議会の災害時の対応と条例の見直し手続についての改正が主なものでご

ざいます。 

 議会の災害時の対応については、議会は、災害が発生した場合においても、議事機関と

しての機能を維持するよう努め、町の災害対策本部との連携を密にし、町民の安全の確保

に努めるものとする。 

 また、災害時に議会が取るべき対応に関し必要な事項は、別に定めると規定してござい

ます。 

 次に、条例の見直し手続についての改正は、「一般選挙を経た任期開始後、速やかに」

を「毎年」に改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたします。 

 以上で、提案理由説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、発議第１号 美浜町議会基本条例の一

部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 日程第７ 議員派遣の件についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、地方自治法第１００条第１３項及び美浜町会議規則第１２８

条の規定によって、お手元に配付しています議員派遣の件のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手
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元に配付しています議員派遣の件のとおり決定しました。 

 しばらく休憩します。 

午前十時十七分休憩 

   ―――・――― 

午前十時十八分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。 

 お諮りします。 

 ただいま議員提案として、国土強靱化の強力かつ計画的な推進を求める意見書（案）が

提出されました。これを日程に追加し、追加日程第８として議題にしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、国土強靱化の強力かつ計画的な

推進を求める意見書（案）を日程に追加し、追加日程第８として議題とすることに決定し

ました。 

 追加日程第８ 発議第２号 国土強靱化の強力かつ計画的な推進を求める意見書（案）

を議題とします。 

 本件、事務局長が朗読します。 

○事務局長（野田佳秀君） 発議第２号 国土強靱化の強力かつ計画的な推進を求める意

見書提出について。 

 地方自治法第９９条の規定により関係行政庁に対し、別紙のとおり意見書を提出するも

のとする。 

 令和６年９月２０日 

提出者 議会議員 龍神初美 

賛成者 議会議員 松下太一 

賛成者 議会議員 碓井啓介 

賛成者 議会議員 谷 進介 

国土強靱化の強力かつ計画的な推進を求める意見書（案） 

 近年、我が国では自然災害が激甚化・頻発化しており、本年１月の能登半島地震では甚

大な被害が発生した。 

 本町も南海トラフを震源とする巨大地震の発生確率が高まっていると言われ、しかも津

波の浸水想定が広範囲であるため地震津波対策を計画的に行っていると同時に、河川改修

や高浪対策など、住民の生命と財産を守るため危険箇所への事前対策を推進してきている

が、未だ道半ばであり、今後もより一層の対策が求められている。 

 以上のことから、国において、下記の事項に特段の措置を講じられるよう強く要望する。 

記 

 １．「国土強靱化実施中期計画」を早期に策定し、今後も切れ目なく国土強靱化に取り
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組むこと。 

 ２．「国土強靱化実施中期計画」に「半島防災」という新たな視点を取り入れ、特に必

要となる施策の内容や事業規模、対策期間を盛り込み、当初予算を含め必要な予算・財源

について通常予算とは別枠で確保し、継続的に取り組むこと。 

 ３．「５か年加速化対策」の最終年度となる令和６年度補正予算においては、資材価格

の高騰や賃金水準の上昇に対応する中でも、例年を大きく上回る規模で確保すること。 

 ４．半島という地形的な特徴を踏まえ、被害状況の把握や救援、物資搬入に多大な支援

が生じることが予想されることから、持続可能な維持管理を実現するため国土強靱化の事

業計画等に基づく河川・道路・橋梁等のインフラ、電気・水道等のライフラインの老朽化

対策など防災・減災対策を継続的・安定的に推進すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和 年 月 日 

和歌山県日高郡美浜町議会議長 谷 重幸 

 （提出先） 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、 

 内閣官房長官、国土強靱化担当大臣、内閣府特命担当大臣（防災） 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） 本件について提案理由の説明を求めます。龍神議員。 

○８番（龍神初美君） 発議第２号の国土強靱化の強力かつ計画的な推進を求める意見書

提出について、提案理由を申し上げます。 

 近年、我が国では自然災害が激甚化・頻発化しており、本年１月の能登半島地震では甚

大な被害が発生しました。 

 本町も南海トラフを震源とする巨大地震の発生確率が高まっていると言われ、しかも津

波の浸水想定が広範囲であるため地震津波対策を計画的に行っていると同時に、河川改修

や高波対策など、住民の生命と財産を守るため危険箇所への事前対策を推進してきており

ますが、いまだ道半ばであり、今後もより一層の対策が求められています。 

 こうしたことから、地方自治法第９９条の規定により、関係行政庁に対し、意見書を提

出するものでございます。 

 議員の皆様におかれましては、この趣旨をご理解いただき、ご賛同いただけますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 
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 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、発議第２号 国土強靱化の強力かつ計

画的な推進を求める意見書（案）は原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。 

午前十時二十五分休憩 

   ―――・――― 

午前十時二十六分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。 

 お諮りします。 

 ただいま各委員長から、委員会の閉会中の継続審査及び調査について申出書が提出され

ました。これを日程に追加し、追加日程第９として議題にしたいと思います。ご異議あり

ませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、委員会の閉会中の継続審査及び

調査についてを日程に追加し、追加日程第９として議題とすることに決定しました。 

 追加日程第９ 委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題とします。 

 各委員長から、目下、委員会において審査及び調査中の事件について、会議規則第７５

条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申

出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることにご異議ありませ

んか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 令和６年美浜町議会第３回定例会を閉会します。 

午前十時二十七分閉会 

 お疲れさまでした。 

 


